
○工事の施工経験調書（第２号様式）

項目 発注者が求める事項 非適合とした理由

企業の施工実績
公共工事で海上工事における鋼管杭又は鋼管矢板
の打設工事・・・の施工した実績

提出された施工実績が公共工事ではないため非適合とした。

※（参考：公共工事の定義）
①公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律（平成１２年
法律第１２７号）第２条第２項に規定する建設工事
②法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に掲げる公共
法人が発注する建設工事

企業の施工実績
元請負人又は共同企業体の代表者として・・・を
施工した実績

共同企業体の構成員としての経験であったため非適合とした。

○配置技術者の資格・工事経験調書（第３号様式）

項目 発注者が求める事項 非適合とした理由

様式に記載された技術者名と添付
資料の相違

・監理技術者又は主任技術者として従事した経験
・監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の
交付を受けていること

様式には、配置技術者の①氏名、②工事経験、③資格・免許、
④重複状況を記載することとなっており、それらを証明するた
めに別添で資料を添える形となっているが、様式に記載された
技術者とは別人の資料が添付されていたため非適合とした。

有効期限切れの資格者証（写）の
添付

監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の交
付を受けていること

監理技術者資格者証の写しが添付されていたが有効期限切れの
ものであったため非適合とした。

配置技術者の資格
監理技術者にあっては、監理技術者講習を受講し
ている者

監理技術者講習受講証の写しが添付されていないため非適合と
した。

配置技術者の施工経験 監理技術者又は主任技術者として従事した経験
記載された経験が現場代理人の経験であったため非適合とし
た。

配置技術者の施工経験
ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽｺﾝｸﾘｰﾄ方式の道路橋（ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁を主構
造とする連続箱桁橋に限る。）の施工経験

様式及び添付された資料から、記載された経験がﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方
式PC２径間連続ﾗｰﾒﾝ橋で箱桁であるかの確認ができないため非
適合とした。

○ＪＶの場合に必要となるもの

項目 発注者が求める事項 非適合とした理由

出資比率（協定書）の不備 ３５％以上 代表者が70％、構成員が30％であったため非適合とした。

入札参加資格審査において非適合となった事例一覧


